
（別添３） 

 
 
 
 
 

令和８年度 教育センター庁舎管理業務委託 
 

           入 札 説 明 書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐賀県教育センター 

 
 
 



教育センター庁舎管理業務委託仕様書 

 

  この仕様書は業務の大要を示すもので、現地の状況に応じ委託者が建物管理上特に必要

と認めた軽微な業務は、当仕様書に記載のない事項であっても委託金額の範囲内で実施す

るものとする。 

 

１ １日の業務又は一つの特別作業工程が終了したときは、当日又は翌日その状況を業務日

誌又は所定の作業報告書に記入のうえ所長に提出して承認を受けること。 

２  作業員の服装は常に清潔を保ち、帽子等を着用させ、名札を付けること。 

３  利用者に対しては、親切丁寧を旨とし不快な感じを与えないこと。 

４ 作業員は自己の与えられた業務内容を完全に理解し、その上で業務の実施にあたって

は、各業務作業者間で情報を共有しながら業務を遂行すること。 

５  交替要員の必要な場合は、業務連絡を密にし、支障をきたさないようにすること。 

 

第１ 清掃業務 

１  清掃の場所は、建物  10,259.27㎡（職員研修棟延べ1,190.42㎡、教育センター本館

棟延べ 3,498.04㎡、理科・情報棟延べ1,798.91㎡、 中研修室棟延べ524.39㎡、宿泊棟

延べ2,969.27㎡、教育支援センター（しいの木）延べ278.24㎡）、外周道路 2,916㎡と

する。 

２  清掃の内容は別表１のとおりとする。 

３  清掃の時間 

(1)業務の実施時間は原則として８時から開始し、委託者の執務時間内に終了すること。

ただし、委託者の業務の都合上、実施時間等を変更することがある。 

なお、事務室等の清掃は委託者の業務に支障のないよう留意して実施すること。 

  (2)業務の実施に当たっては、効率的かつ迅速に行い遺漏のないようにする。 

４  清掃作業員 

      清掃作業要員は専任が望ましいが、受託者の責任において業務に支障を来さないも

のとする。 

５  使用材料 

(1)  作業に要する材料は、建物・器具・備品を痛めることのない品質良好なものを全て 

使用するものとし、引火性のあるガソリン及びベンジン等の薬品は、絶対に使用しな 

いものとする。 

(2) 作業に要する材料・機械・器具等一切は、受託者の負担とし、電気・上水の費用は

委託者の負担とするが、これらの使用にあたっては、極力節約に努めること。 

ただし、トイレットぺーパー・石鹸水は、委託者が支給する。 

６  その他 

  (1) 作業実施中破損箇所又は設備器具の不良個所を発見した場合は直ちに委託者に報告

すること。 



  (2) 細部については、委託者の行事予定に準じて行うものとする。 

 

第２ 冷暖房等設備運転業務 

 

１  設備運転管理員は、２級ボイラー技士及び危険物取扱者（乙種第四類以上）の免許取得

者とする。 

２  設備運転期間 

○ 平 日    ８時から１７時までとする。ただし、宿泊研修がある場合は８時から翌日８時まで

とする。 

         （非宿泊日数：年間２４１日程度） 

  ○ 土曜日・日曜日・祝日・年末年始休み 

                 業務を行うことを要しない。ただし、委託者の業務の都合上、業務時間

等の変更を要する場合は、委託者の行事予定に準じて行うものとする。 

         

３  業務内容 

  ○  設備運転業務の対象は、別表２のとおりとする。 

  ○  業務実施については、忠実に各機械設備運転を行うとともに事故による損害を未然に 

防止し、設備の保全と経費の節減を図るため適正な運転と確実な点検を行い、故障箇所 

の早期発見に努め業務の円滑化を図るものとする。 

○  設備運転業務等について助言を求められた場合は、これに応じなければならない。 

 

第３ 給水設備維持管理 

 

１  水質管理 

(1)残留塩素の測定週１回 

(2)簡易専用水道設備点検月１回 

(3)水質検査（法定検査年２回：11項目、28項目） 

(4)諸帳簿報告書の作成 

  

２  給水設備清掃 

    受水槽３５ｔ年１回、高架水槽２０ｔ年１回の清掃を次のとおり実施する。 

なお、清掃状況を写真撮影し、所定の報告書と一緒に提出すること。 

(1)槽内溜水を可搬ポンプ２台にて槽外へ搬出 

  (2)槽内部の天井、周壁、底部並びに槽外部をブラシ及びスケレッバー等にて清掃 

(3)槽内残留物を搬出 

  (4)槽内を清水で水洗いする 

  (5)槽内部の亀裂及び配管漏洩の有無の点検 

  (6)槽内ポンプ、ボールタップ、電極ロッド等の清掃点検 

  (7)上記作業後槽内を塩素剤により消毒の実施 

  (8)槽内に給水し末端カランより取水し残留塩素含有測定を実施し基準値(０.１ｐｐｍ) 

    以上あるか確認する 

  (9)最後に全館の各カランより水抜きし、透明水が出るのを確認する 

 

第４ 建築物環境衛生管理技術者 

 

１ 建築物環境衛生管理技術者を選任し、当施設の維持管理が適正に行われるようにしなけ

ればならない。 

 



 

第５ 空気環境測定 

 

  ○建築物環境衛生管理技術者の選任 

  ○空気環境測定並びに照度測定  年６回（６日（午前と午後の２回測定）） 
 

名称区分             建 物 面 積                     
建物外部                

(ピロティ－) 
建 物 内 部 面 積                           備  考 

 

 

 

 研 修 棟 

              ㎡ 

 

   １,３５９.07 

           ㎡ 

 

    ８７.26 

                   ㎡ 

 １Ｆ      ４０３.91 

 ２Ｆ      ４９９.95 

 ３Ｆ      ３６７.95 

 
 

   ２ポｲﾝﾄ 

   １ 〃 

   １ 〃 

 

 

 宿  泊  棟 

 

 

   ３,１８５.01 

 

 

    ８７.69 

 Ｂ        ４６７.79 

 １Ｆ      ８４５.66 

 ２Ｆ      ８６４.05 

 ３Ｆ      ８６４.05 

 Ｒ          ５５.77 

 
 

   １ポｲﾝﾄ 

   １ 〃 

   １ 〃 

 

 

 本   館 

 

 

   ３,４９８.04 

 

 

  ３２９.10 

 １Ｆ      ４７０.19 

 ２Ｆ      ７７６.76 

 ３Ｆ   １,３２１.51 

 ４Ｆ      ５８１.12 

 ５Ｆ        １９.36 

   １ポｲﾝﾄ 

   １ 〃 

   １ 〃 

   １ 〃 

 

理科･情報棟 

 

   １,７９８.91 

 

      ２.00 
 １Ｆ      ６１１.00 

 ２Ｆ      ６１１.00 

 ３Ｆ      ５１３.15 

 Ｐ         ６１.76 

    

１ポｲﾝﾄ    

１ポｲﾝﾄ 

 中研修室棟       ５２４．39       ０.00  １Ｆ      ２５６.53 

 ２Ｆ      ２６７.86 

 

 

 教 育 支 援 

センター 

「しいの木」 

      ２７８.24       ０.00  １Ｆ      １３９.12 

 ２Ｆ      １３９.12 

 
 
 

１ポｲﾝﾄ 

       

 合      計 

 

 １０,６４３.66 

 

  ５０６.05 

 

 

      １０,１３７.61 
  １４ポｲﾝﾄ 

 (外気1ﾎﾟｲﾝﾄ) 

 


